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円 億円

基準価額と純資産総額の推移（設定来、2012/8/30～2025/10/31）

ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値
です。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

基準価額・純資産総額

基準価額 18,742 円

前月比 -193円

純資産総額 6.4 億円

前月比 -0.2 億円

騰 落 率

1ヵ月 -1.0%

3ヵ月 1.8%

6ヵ月 13.5%

1年 0.9%

3年 5.3%

設定来 244.1%

分配実績（1万口当たり、税引前、円）

第1期～第21期 6,700

第22期 2023年8月7日 100

第23期 2024年2月5日 100

第24期 2024年8月5日 100

第25期 2025年2月5日 100

第26期 2025年8月5日 100

合 計 7,200

資産配分（純資産比率）

シェールガス関連株マザーファンド 96.1%

現金・その他 3.9%

合 計 100.0%

日経新聞掲載名：世界シェール
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業種配分（マザーファンド）

1 石油・ガス探査・開発 27.9%

2 石油・ガス貯蔵・輸送 25.7%

3 総合石油・ガス 23.3%

4 石油・ガス精製・販売 13.5%

5 石油・ガス装置・サービス 5.3%

6 鉄道運輸 1.7%

7 肥料・農薬 1.6%

8 基礎化学品 1.0%

合計 100.0%
組入銘柄数

25

シェールガス関連株マザーファンド

マザーファンドの資産配分（純資産比率）

株式 95.7%

現金・その他 4.3%

合計 100.0%

表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

組入上位10銘柄（マザーファンド）

銘柄名
国、業種

組入
比率

銘柄概要

1
エクソンモービル
米国、総合石油・ガス

7.3%
世界的な総合エネルギー企業であり、事業内容は原油・天然ガスの探査・
開発・生産に留まらず、石油製品・石油化学製品の製造・販売など、総合
的なビジネスを行う。

2
シェブロン
米国、総合石油・ガス

6.9%
世界的な総合エネルギー企業であり、事業内容は原油・天然ガスの探査・
開発・生産から精製・販売まで総合的に事業を行う。世界各地に事業を展
開している。

3
エンブリッジ
カナダ、石油・ガス貯蔵・輸送

6.8%
カナダに本社を置くエネルギー輸送を行う企業である。北米で、原油及び天
然ガスのパイプラインを保有するとともに、欧州で洋上風力事業なども展開し
ている。

4
シェニエール・エナジー
米国、石油・ガス貯蔵・輸送

6.1%
液化天然ガス(LNG)の生産及び輸出を行う米国の大手企業である。ルイ
ジアナ州とテキサス州の生産・輸出拠点から、米国に留まらず、世界各国に
販売を行っている。

5
ペンビナ・パイプライン
カナダ、石油・ガス貯蔵・輸送

5.9%
カナダを拠点して、エネルギー輸送事業を行う。天然ガス製品や炭化水素
液体などを輸送するパイプラインや貯蔵施設を有する。

6
サンコア・エナジー
カナダ、総合石油・ガス

5.7%
カナダに本社を置くエネルギー企業であり、オイルサンドの開発や原油・天然
ガスの生産から石油製品の精製・販売までを総合的に手掛けている。

7
マラソン・ペトロリアム
米国、石油・ガス精製・販売

5.5%
米国にて、石油製品の精製、供給、販売、輸送を行う。米国の西海岸から
メキシコ湾岸にかけて、複数の製油所を有する。

8
ＡＲＣエナジー・トラスト
カナダ、石油・ガス探査・開発

5.1%
カナダを拠点とするエネルギー関連企業。主にカナダ西部を中心に、原油及
び天然ガスの探査・開発・生産を行っている。

9
バレロ・エナジー
米国、石油・ガス精製・販売

5.0%
米国大手の独立系石油精製・販売会社であり、米国に加え、カナダ、イギリ
ス、ラテンアメリカに製油所・販売拠点を有する。

10
カナディアン・ナチュラル・リソーシズ
カナダ、石油・ガス探査・開発

4.8%
カナダに本社を置くエネルギー企業であり、原油・天然ガスの探査・開発・生
産及び関連製品の生産を行う。生産拠点は、カナダだけでなく、米国、英国
領などにも展開している。

表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。
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■2025年 10月の市況
10月のNY原油先物価格(2025年12月限)は、前月比小幅マイナスとなりました。前月末１バレル=61ドル台にあった原油先

物価格は、石油輸出国機構(OPEC)プラスによる11月からの増産量を巡る思惑から方向感を欠く展開となりました。決定された
増産量は予想を下回る水準に留まったものの、レアアース輸出規制強化に反発した米国が中国に100%の追加関税を発表した
ことに加え、国際エネルギー機関(IEA)が来年の原油供給過剰分は過去最大との予想を発表したことが嫌気され、中旬には56ド
ル台まで下落しました。その後下旬には、米国がロシア石油会社に対する制裁を発表したことを受けて、60ドル台で終わりました。
一方、前月末１百万BTU(英国熱量単位)＝3.80ドル台にあったNY天然ガス先物価格(2025年12月限)は、前月比上昇し
ました。月初は小幅レンジで推移したものの、米国内での予想を上回る在庫水準や気温上昇予報による暖房用電力需要低下
観測から、月央には3.60ドル台まで下落しました。その後は､10月下旬から11月初めにかけて気温低下予報が発表されたことで
買い戻しが入り、4.10ドル台で終わりました。
このような中、エネルギー関連株式は前月比マイナスで終わりました。月初はレンジ圏で推移したものの、原油価格が下落基調と

なったことから、エネルギー株指数も売られました。その後、中旬にかけてはもみ合い展開となり、下旬には原油が反発したことを好
感して買い戻しが入ったものの、前月比でわずかにマイナスで終わりました。

〇米ドル： 10月末 154.10円（前月末比 3.5％ドル高円安）
10月のドル円相場は、円安となりました。前月末１ドル=148円台にあったドル円相場は、民間調査会社が発表した米国の雇

用指標の悪化を受けて月初146円台まで円高となったものの、日銀総裁による利上げ慎重姿勢や自民党総裁選での高市氏勝
利、さらに9月開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨での利下げ慎重論を背景に、月央には153円台まで円安とな
りました。その後、トランプ大統領が中国に対して100%の追加関税を発表したことによるリスク回避の動きから一時150円台まで
円高となったものの、高市氏の内閣総理大臣就任や10月FOMC後のパウエル議長による追加利下げ慎重姿勢を受けて、154
円台で終わりました。

■運用状況
株式組入比率は、市場の流動性や個別銘柄の成長性を考慮しながら高位を維持しました。10月末時点での保有銘柄数は、

25銘柄としました。組入比率については、石油・ガス探査・開発セクターの投資比率を27.9％、石油・ガス貯蔵・輸送セクターの
投資比率を25.7％、総合石油・ガスセクターの投資比率を23.3％と、高位の投資比率を維持しました。10月末の基準価額は
18,742円となりました。為替市場での円安がプラス要因となりましたが、エネルギー関連株式の下落がマイナス要因となりました。

■今後の見通し
今後のエネルギー価格の見通しについては、地政学リスクや米国によるロシア産エネルギー会社への制裁の行方を睨んで、方向

感を欠いた展開が予想されます。このような中、今後の運用方針につきましては、ディフェンシブな観点から、総合石油・ガスセクター
での主力大型株の比率を高めにする方針です。これに加えて、冬場の暖房用電力需要の動きを見極めて、短期的に天然ガス関
連銘柄の投資比率を変更する方針です。

マンスリーコメント
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① 主として、世界の株式市場に上場する企業のなかから、「シェールガス」の探査、開発、生産、およびその関連業務を行う
企業の発行する株式に投資します。

シェールガス（shale gas）は天然ガスの一種で、頁岩（けつがん：シェール）という地層に存在します。シェールガスは、
埋蔵量が豊富で、石油・石炭に比べて環境への負担が小さいことから、新たなエネルギー源として注目されています。従
来懸念されていた環境汚染の問題を軽減する新技術の組み合わせにより、安価なシェールガスが大量に生産できるよう
になりました。

② マザーファンド受益証券を主要対象として、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。

ファンドの特色

運用プロセス

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

ファンドに係わるリスクについて

株式の価格変動
リスク

当ファンドは、主に株式に投資しますので、基準価額は株式の価格変動の影響を受けます。株式の価
格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく
下落することがあります。このような場合には、基準価額が影響を受けて損失を被ることがあります。

為替変動リスク

当ファンドは、主に外貨建ての有価証券に投資します（ただし、これに限定されるものではありません）。
投資している通貨が円に対して強く（円安に）なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円
高に）なれば基準価額の下落要因となります。したがって、投資している通貨が対円で下落した場合に
は、基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

信用リスク
株式を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがありま
す。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価値は下落し、基準価額が下が
る要因となる可能性があります。

流動性リスク

急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な
変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に株式等を売買できないこと
があります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該株式等の価格の下落により、基準価
額が影響を受け損失を被ることがあります。

カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難
となることがあります。また、新興国市場は一般に先進国の市場に比べて市場規模が小さく流動性が低
いことなどから、上記の各リスクが大きくなる傾向があります。

解約によるファンドの
資金流出に伴う

基準価額変動リスク

解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。
その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で
売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。

主要国の総合エネルギー型企業およびエネルギー分野特化型企業のなかで「シェールガス」ビジネスに特化、もしくは重点を置いて
いる企業を中心に銘柄を選択してポートフォリオを構築します。

トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用います。
・ トップダウン分析ではマクロ経済動向および政治情勢等の見通しについて検討した結果を投資判断に活かします。
・ ボトムアップ分析では利益成長率、配当利回りなどの分析やその他情報等を参考にして投資対象銘柄の選択および各銘
柄への配分を決定します。
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お申込みメモ

購入単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

購入代金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。

換金単位 最低単位を1口単位とし販売会社が定める単位とします。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3％（信託財産留保額）を控除した価額となります。

換金代金 原則、換金申込受付日から起算して6営業日目から、お申込みの販売会社にてお支払いします。

申込締切時間
原則として午後3時30分までに販売会社が受け付けたものを当日のお申込み受付分とします。

なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

換金制限
ご換金にあたっては、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口のご解約請求には制限を設ける場合が

あります。

購入・換金
申込不可日

ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日には、購入・換金申込はできません。

購入・換金申込受付
の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金のお申込み

の受付を中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。

信託期間 無期限とします。（設定日：2012年8月30日）

繰上償還
残存口数が減少し運用が困難となった場合やこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認

めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、償還となる場合があります。

決算日 原則、2月5日および8月5日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年2回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対

象となります。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが

異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

※税法が改正された場合等には、変更される場合があります。
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お客様にご負担いただく費用

委託会社その他関係法人の概要

〇 委託会社：信託財産の運用業務等を行います。
キャピタル アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第383号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会/ 一般社団法人日本投資顧問業協会

〇 受託会社：信託財産の保管・管理業務等を行います。
三井住友信託銀行株式会社

〇 お申込時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料： 申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ定め

る手数料率を乗じて得た額とします。

〇 ご解約時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額：換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％

〇 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬： 信託財産の純資産総額に対して年率1.826％（税抜1.66％）
その他費用： 有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、ファンドの監査費用、信託

財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用等

※ 上記の費用（手数料等）の合計額は保有される期間等により異なりますので、予め表示することができません。
※ 詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

○ 当資料は、キャピタル アセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
お申込の際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）等をご確認の上でご自身でご判断ください。

○ 当資料は、信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
また、数値、コメント等は過去の実績に基づくものであり、将来の運用成果および市場環境の変動を示唆・保証するものでは
ありません。

○ 当資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの
運用が行われない場合もあります。

○ 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

○ 投資信託は、値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動し
ます。従って投資元本や利回りが保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に
帰属します。

○ 投資信託は、預金または保険契約とは異なります。預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関から購入した場合は、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

当資料のお取扱いについてのご注意
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■販売会社（五十音順）

金融商品取引業者等の名称 登録番号

日
本
証
券
業
協
会

一
般
社
団
法
人

日
本
投
資
顧
問
業
協
会

一
般
社
団
法
人

金
融
先
物
取
引
業
協
会

一
般
社
団
法
人

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
協
会

株式会社イオン銀行
(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)                           

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

株式会社SBI新生銀行
(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社SBI新生銀行
(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)                         

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

キャピタル・パートナーズ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第62号 ○ ○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

三菱UFJ eスマート証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○ ○

明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○
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